
 

山梨県交通政策会議 設置要綱 

 

（設置） 

第１条 山梨県の総合的な交通体系の整備と、公共交通の維持・活性化を推進し、県民生活

の安定向上に資するため、山梨県交通政策会議（以下「交通政策会議」という。）を設置

する。 

 

（協議事項） 

第２条 交通政策会議は、次の事項について調査、研究及び協議する。  

（1） 基本的かつ総合的な交通政策に関する事項 

（2） 交通体系整備と公共交通維持・活性化のための情報収集、関係機関・団体との連絡

調整等に関する事項 

（3） 公共交通の利用促進に関する事項 

（4） 交通政策に係る県の計画に関する事項 

（5）その他、交通体系整備及び公共交通維持・活性化に必要な事項 

 

（組織） 

第３条 交通政策会議は、委員３０名以内で構成する。 

２ 委員は、学識経験者、行政機関、事業者及び利用者のうちから、知事が委嘱し、または

任命する。 

３ 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員） 

第４条 交通政策会議に会長１人、副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを決める。 

３ 会長は、交通政策会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 交通政策会議は会長が招集し、その議長となる。 

２ 必要に応じて、関係機関、関係団体、公共輸送機関の利用者等の出席を求め、意見を聞

くことができる。 

 

（専門部会） 

第６条 交通政策会議は、第２条に規定する事項の一部に係る調査及び研究をさせるため、

専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に所属すべき委員については、会長が指名する。 

３ 所属する委員の互選により、部会に座長１人、副座長１人を置く。 



４ 専門部会には、必要に応じて、委員以外の学識経験者など関係者を所属させることがで

きる。 

 

（庶務） 

第７条 交通政策会議の庶務は、山梨県県民生活部交通政策課において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱で定めるもののほか、交通政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が会

議に諮って定める。 

 

 

附  則 

この要綱は、昭和５８年 ５月２５日から適用する。 

この要綱は、昭和６０年 ８月２９日から適用する。 

この要綱は、昭和６２年 ７月 ７日から適用する。 

この要綱は、平成 ４年 ４月 １日から適用する。 

この要綱は、平成 ５年 ６月２５日から適用する。 

この要綱は、平成 ６年 ６月 １日から適用する。 

この要綱は、平成 ７年 ５月２５日から適用する。 

この要綱は、平成 ９年 ９月 ９日から適用する。 

この要綱は、平成１２年 ４月 １日から適用する。 

この要綱は、平成１６年 ４月 １日から適用する。 

この要綱は、平成１９年１２月２６日から適用する。 

この要綱は、平成２２年 ４月 １日から適用する。 

この要綱は、平成２３年 ４月 １日から適用する。 

この要綱は、平成２４年 ７月 ２０日から適用する。 

この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から適用する。 


